
マイナンバー完全対応！ 
 

中小企業の社長＆経理の 
パーフェクトマニュアル 
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力だめし：マイナンバー基礎知識クイズ 

Q1.マイナンバーは赤ちゃんでももらえる？ 

Q2.マイナンバーが通知されるのは日本国籍の人だけ？ 

Q3.マイナンバーの数字は希望すれば好きな番号がもらえる？ 

Q4.平成27年10月から住民票の住所に届くのは何？ 

Q5.申請すると交付されるマイナンバーが記載されているカードとは？ 

Q6.個人番号カードはレンタルショップ・スポーツクラブで身分証明として使える？ 

Q7.個人番号カードに有効期限はある？ 

Q8.マイナンバーを民間企業に提示することはない？ 

Q9.マイナンバーを使って企業が社員や顧客の管理をすることができる？ 

Q10.株式会社など法人がもらえる番号は何？ 

まずはマイナンバーの基礎知識をクイズ形式で覚えていきましょう。 
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力だめし：マイナンバー基礎知識クイズ 【解答】 

Q1. →Yes! 住民票があるともらえます 

Q2. →No! 住民票があれば外国籍の方でももらえます。 

Q3. →No!漏えいして不正に用いられるおそれがある場合は変更することができます。 

Q4. →通知カード。マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されます。 

Q5.→個人番号カード。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー。 

Q6.→Yes!裏面にはマイナンバーが記載してあるのでコピー不可！ 

Q7.→Yeｓ！ 20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日。 

Q8. →Yes!税や社会保険の手続においては、事業主や会社、金融機関など。 

Q9.→No!社会保障、税及び災害対策に関する事務以外で利用することはできません 

Q10.→法人番号。名称・所在地とともにインターネット上で広く公表されます。 

4 



1. マイナンバー準備編 
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1-1. 中小企業がやらなければいけないマイナンバー準備対策5点 

1-2. マイナンバーの管理者・事務担当者を決める 

1-3. マイナンバー管理のセキュリティ対策 

1-4. マイナンバーの利用目的を従業員に告知する 

1-5. 会社のマイナンバー（法人番号） 

1-6. 従業員からマイナンバーを集める 



1-1.中小企業がやらなければいけない 
             マイナンバー準備対策5点 

• マイナンバーの管理者・事務担当者を決める 

• マイナンバー管理におけるセキュリティ対策 

• 従業員にマイナンバーの利用目的の告知 

• 会社のマイナンバー（法人番号） 

• 従業員からマイナンバーを集める 
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1-2. マイナンバーの管理者・事務担当者を決める 
 

• 事務担当者の仕事…従業員からマイナンバーを聞き、データにまとめ、税務署やハロー

ワーク、健康保険組合、年金事務所などに対して、各手続き時に必要な番号を報告するこ
とです。 
 

• 管理者…集めたマイナンバー情報を管理監督する役目になります。 
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1-3. マイナンバー管理のセキュリティ対策 

• 管理するパソコンには「ログインパスワード」を付与する 
• 管理するパソコン本体は「鍵のかかるロッカー」に入れる 
• 管理するパソコンには「セキュリティソフト」を入れる 
• エクセルなどにまとめた場合は「データにパスワード」を付与する 
• データを外部にメールで送信する場合は、パスワードをデータと一緒に

送信しない（誤送信による漏えいを防ぐため） 
• 紙出力したものは「鍵のかかるロッカー」に入れる 
• マイナンバーの取扱状況のわかる記録を保存する（例：11月30日 年末

調整に使用） 
• 退社した社員については速やかに番号を破棄する 
• 事務作業をするパソコンは、後ろから他の人が見えない位置に配置する 
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1-5. 会社のマイナンバー（法人番号）の通知 

2015年10月から順次マイナンバーが通知されますが、会社にも13桁

の番号が書面により国税庁長官から通知されます。 

2016年1月以降の法人税申告などに利用します。 

会社の番号は、個人番号とは大きく異なり、利用範囲の制約がありま

せん。 

誰でも自由に利用することができます。 

会社の番号は、インターネットを通じて公表することを予定しています。 

公表される情報は、会社名、住所、会社の番号の3点です。 
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2.マイナンバー収集編 

• 2-1.マイナンバーを集める従業員 
• 2-2.マイナンバー収集における本人確認 
• 2-3.マイナンバー提出のお願い（従業員用） 
• 2-4.マイナンバー提出のお願い（支払調書用） 
• 2-5.従業員等からマイナンバーの提出を拒否さ
れたら・・・ 
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2-1.マイナンバーを集める従業員 

• 正社員 
• 契約社員（嘱託） 
• パート・アルバイト 
• 上記の扶養家族 

 
派遣会社を通している派遣社員のマイナンバーは集めません。 

派遣社員は、派遣会社がマイナンバーを集めます。 

なお、扶養家族の本人確認は従業員本人が行いますので、 

会社では不要です。 
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2-2.マイナンバー収集における本人確認① 

マイナンバーカード（写真付） 
マイナンバーカード（写真付）がある人は、この1点のみで本人

確認が完了します。 
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※「通知カード」ではありません。お間違えのないように 



2-2.マイナンバー収集における本人確認② 
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  マイナンバー確認資料（1点）     +       写真付本人確認資料（1点） 
 

・ 通知カード 

もしくは 

・ 住民票 
 （マイナンバー記載のもの） 

・ 運転免許証 

・住基カード 

・パスポート 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・その他公的機関の写真付証明書 

※下記のうち1点 ※下記のうち1点 
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2-2.マイナンバー収集における本人確認③ 
※写真付本人確認ができない場合 
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  マイナンバー確認資料（1点）     +       公的機関の発行書類（2点） 

・ 通知カード 

もしくは 

・ 住民票 
 （マイナンバー記載のもの） 

・ 健康保険証 

・ 年金手帳 

・その他公的機関の住所、氏名、 

 生年月日の記載ある書類 

※下記のうち2点 ※下記のうち1点 
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2-3.マイナンバー提出のお願い（従業員用） 

左記テンプレートは、すばる塾 
「2015年マイナンバー対策！ 
中小企業の社長と経理の必須事項」 
のページからダウンロードください。 

マイナンバーを従業員より集めるため 
の説明資料です。 
 
・マイナンバーを利用する目的 
・「通知カード」の説明 
・マイナンバーの提出対象者 
・本人確認資料の提出 
・提出期限 
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2-4.マイナンバー提出のお願い（支払調書用） 

左記テンプレートは、すばる塾 
「2015年マイナンバー対策！ 
中小企業の社長と経理の必須事項」 
のページからダウンロードください。 

マイナンバーを外注先や顧問税理士 
より集めるための説明資料です。 
 
・マイナンバーを利用する目的 
・郵送のやり取り方法 
・本人確認資料の提出 



2-5.従業員等からマイナンバーの提出を拒否されたら・・・ 

マイナンバーは個人の知られたくない情報まで調べられてしまうのでは…という恐れから、収集を拒否されて

しまうことも考えられます。 

従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合は「法令で定められた義務」であることを告知し、提供を求

めます。 

それでも拒否された場合には、書類の提出先機関の指示に従うことになります（具体的には、どのように従業

員にマイナンバーの提示の説明をしたかの報告書をあげるようになる予定です） 

ただマイナンバーは、番号を知っているだけでは詳しい個人情報はわからないことになっています。 

2017 年1月からはインターネットで閲覧（マイナポータル）が始まりますが、マイナポータルを利用する際は、

個人番号カード（2015年10月に届く通知カード とは別物です）に格納された電子情報とパスワードを組み合わ

せて確認する公的個人認証を採用し、マイナンバーを使用しない仕組みが考えられているようで す。 

ですから、マイナンバーを知っているだけで全ての情報が知られてしまうわけではなく、その点を説明すると

良いでしょう。 
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3.年末調整編 

1.平成◯◯年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
 
2.平成◯◯年保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 
 
3.マイナンバー記載不要の要件 
 
4.平成◯◯年給与所得の源泉徴収票 
 
 



3-1.平成◯◯年給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 
 



3-2.平成◯◯年保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 



以下の要件を満たすと、扶養控除等申告書・保険料控除申告書等にはマイナンバー 
を記載しなくてもよいとされています。 

 
・本人、控除対象配偶者、扶養親族のマイナンバー 
  が記載された「帳簿」や「まとめたデータ」を備えて 
  いる時 
 
マイナンバーの情報漏えいを防ぐためにも、出来る限り扶養控除等申告書には 
記載させないことをおすすめします。 
マイナンバーを集めたい場合は、マイナンバー専用の記入用紙を従業員に配布し、 
データをまとめた後は用紙を即破棄するなど、極力マイナンバーが記載されている 
書類を増やさないことが情報漏えいを防ぐためには大切です。 
データのまとめ方は、クラウドサービスを利用しても良いですし、それほど従業員が 
多くない場合にはエクセルにまとめてデータにロックをかけるなどの対策をとると 
良いでしょう。 
 
 

 
3-3.マイナンバー記載不要の要件 



3-4.平成◯◯年給与所得の源泉徴収票 



平成28年から「給与所得の源泉徴収票」については、新たにマイナンバーの掲載欄が増えました。 

大きな違いは、税務署提出用にはマイナンバーを記載しますが、

受給者交付用にはマイナンバーの記載をしないことです。 
今まではA4の4等分の大きさでしたが、改定後はA4の2等分の大きさに変更されています。 

基本的には、マイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを周知し、提出を求め

てください。 

ただし、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点を考慮し、マイナンバーの記載がない

場合でも、書類を受け取ることとしています。（国税庁HP「法定調書に関するFAQ Q1-2参照） 

3-4.平成◯◯年給与所得の源泉徴収票 

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm


• 従業員の「個人番号」 

従業員（給与をうける人）のマイナンバーを記載します。ただし、本人配布用にはマイナンバーは記載されず、税務署用のみ記

載されます。 

• 控除対象配偶者と控除対象扶養親族 

控除対象配偶者と、控除対象扶養親族がいる場合には、そのマイナンバーも記載します。ただし、本人配布用にはマイナン

バーは記載されず、税務署用のみ記載されます。年の途中で退職した従業員に交付する源泉徴収票にも記載する必要があり

ます。 

• 16歳未満の扶養親族 

16歳未満の扶養親族がいる場合には、そのマイナンバーも記載します。 

ただし、本人配布用にはマイナンバーは記載されず、税務署用のみ記載されます。 

年の途中で退職した従業員に交付する源泉徴収票にも記載する必要があります。 

16歳未満の扶養親族がいる場合は「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」に記載したものを明記します。 

控除対象の扶養親族が5名以上いる場合は、隣の「備考」欄に記載します。 備考の欄にはマイナンバーのみ記載し、名前は

「適用」の欄に記載します。 

なお、市区町村の提出する「給与支払報告書」には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載することとなっています。 

3-4.平成◯◯年給与所得の源泉徴収票 



• 支払者の「個人番号」または「法人番号」 
 

給与支払者の「個人番号」または「法人番号」を記載します。 

法人の場合は、法人番号を記載します。 

自社の法人番号は、国税庁の「法人番号公表サイト」で検索できます。 

給与支払者が個人の場合は、個人のマイナンバーを記載します。 

マイナンバーは、個人は12桁、法人は13桁のため、個人のマイナンバーを記載する場合は右づめにして、左

を１マスあけます。 

本人配布用にはマイナンバーは記載されず、税務署用のみ記載されます。 

3-4.平成◯◯年給与所得の源泉徴収票 

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


3-5.マイナンバー取扱いにおける注意点および
Q&A 

• 収集や、提供したマイナンバーに誤りがあった場合 
収集や提供したマイナンバーに誤りがあった場合の罰則規定は特にありません。 

 ただ、マイナンバー法により、正確性の確保の努力義務が課せられていますので、誤りのないようにし

ましょう。 

• 故意ではなくマイナンバーが漏えいしてしまった場合 
故意ではない情報漏えいについては、いきなり罰則ということはありません。 

 ただ、漏えいの状況によっては、特定個人情報保護委員会からの指導や改善命令が出される可能性

はあります。 

 また、民事の損害賠償請求をされる可能性はあります。 

  

• 従業員のマイナンバーを廃棄するタイミングについて 
マイナンバーはできるだけ速やかに廃棄・削除しなければいけませんが、廃棄を行う期間は、年末や年

度末など、それぞれ適切な時期を決めて廃棄しましょう。 



4.退職した従業員の源泉徴収票編 

退職した従業員の源泉徴収票の作成時にもマイナンバー

が必要です。 

  

給与であれば「給与所得の源泉徴収票」、退職金であれば

「退職所得の源泉徴収票」です。 

 

 



「給与所得の源泉徴収票」 



「退職所得の源泉徴収票」 



4.退職した従業員の源泉徴収票編 
マイナンバーが必要なのは、退職者本人のマイナンバーと、支払者のマイナンバーです。 

税務署への提出用にだけマイナンバーが印字され、本人への交付用にはマイナンバーは記載されません。 

・マイナンバー（個人番号）の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか 
  
税務署では、制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、マイナンバーの記載がない場合でも書
類を収受することとしています。 
しかし、安易にマイナンバーを記載しないで税務署等に書類を提出せず、マイナンバーの記載は法律（国
税通則法、所得税法等）で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。 
  
・当初、マイナンバーの提供が受けられなかったためマイナンバーを記載せずに提出し、その後になって
マイナンバーの提供が受けられた場合には、再提出（無効分・訂正分を提出）する必要はありますか 
  
マイナンバーの記載がない源泉徴収票の提出後にマイナンバーの提供を受けた場合には、原則として
再提出していただく必要があります。 
しかし、マイナンバー以外の事項が正しく記載されている場合には、事務負担を考慮して、再提出をしなく
ても差し支えありません。 
ただし、再提出をしない場合には、税務署から記載がない理由を確認させていただく場合があります。 
  
・マイナンバーの提供が受けられなかった場合、マイナンバーを記載せずに源泉徴収票を提出することと
なりますが、その場合、摘要欄に何か表示する必要はありますか。  
  
マイナンバーの記載がない理由を摘要欄に記載する必要はありません。 
 ただし、記載のない理由を確認させていただく場合がありますので、記載できない理由等を別途記録す
るなど、分かるようにしておいてください。 
 



5.雇用保険関係の事務手続きマイナンバー 

・雇用保険被保険者資格取得届 

・雇用保険被保険者資格喪失届 

・高年齢雇用継続給付受給資格確認 

・育児休業給付受給資格確認票 

・介護休業給付金支給申請書 



5.雇用保険関係の事務手続きマイナンバー 



5.雇用保険関係の事務手続きマイナンバー 



5.雇用保険関係の事務手続きに関するQ&A 
・離職票は事業主がマイナンバーを記載して離職者に交付するのでしょうか。 
  
離職票のマイナンバー欄は離職者が記載することとしており、事業主はハローワークから交付された離職
票（マイナンバー欄は空欄）を離職者に交付してください。 
  
・雇用保険に関わる返戻書類にはマイナンバーは記載されますか 
 
返戻書類にはマイナンバーは記載されません。 
  
・手続きの契機ごとに同一従業員の個人番号を重複して提出する必要がありますか。 
  
手続の契機ごとにマイナンバーを記載して、当該届出を提出する必要があります。 
  
・従業員のマイナンバーを届出しなかった場合に、ハローワークから督促をうけますか 
  
ハローワークでは、個別にマイナンバーの届出の督促を行う予定はないそうです。 
  
・従業員のマイナンバーを誤って届出した場合はどのようにすればよいですか。 
  
誤って提出した場合は、「個人番号登録・変更届出書」により訂正の届出をします。 
  
・従業員がすでに退職しておりマイナンバーを取得することが困難な場合は、マイナンバーの記載は無くて
もよいですか。 
  
雇用保険手続の届出にマイナンバーを記載して届け出ることは法令で定められた義務です。 
しかし、マイナンバーの記載がなかったとしても、ハローワークでは受理されます。 
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